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(57)【要約】
　本発明は、器具軸線回りに回転可能な基部本体（２）
と、切削挿入座を有し、かつ基部本体（２）に締結され
ることができる保持要素（１６）とを具備する、ボーリ
ング又は粉砕するための機械加工のための器具に関する
。本発明の目的は、安価で容易に製造されることができ
、かつ先行技術による器具よりも大きい範囲に基部本体
に対して切削挿入体の軸線方向の調節を可能にする、器
具を発明することにある。本発明による器具は、基部本
体（２）に対して保持要素（１６）を軸線方向に調節す
るための調節機構により特徴付けられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボーリング又は粉砕するための切削機械加工のための器具であって、
　　　器具軸線回りに回転可能な主器具本体（２）と、
　　　　　主器具本体（２）に締結されることができ、かつ、
　　　　　切削挿入座を有する
　　　保持要素（１６）と
　を具備する、器具において、
　主器具本体（２）に対して保持要素（１６）を軸線方向に調節するための調節装置が設
けられる、
　器具。
【請求項２】
　スライダ本体（１５）であって、
　　　主器具本体（２）に締結されることができ、かつ、
　　　２つの位置同士の間で主器具本体（２）に対して半径方向に往復運動可能である、
　スライダ本体が設けられ、
　保持要素（１６）をスライダ本体（１５）に締結することができる、
　請求項１に記載の器具。
【請求項３】
　調節装置は、ネジ孔（２６）での調節ネジ（３２）の回転により、保持要素（１６）が
スライダ本体（１５）又は主器具本体（２）に対して軸線方向に移動されるように、
　　　主器具本体（２）又はスライダ本体（１５）の第１のネジ孔（２６）内に配置され
、かつ、
　　　場合により、接触部分（３１）によって保持要素（１６）の接触表面に係止する、
　調節ネジ（３２）を有する、
　請求項１又は請求項２に記載の器具。
【請求項４】
　第１のネジ孔（２６）が、器具軸線に対して１５°～１６５°、好ましくは４５°～１
３５°、特に好ましくは６０°～１２０°、最善には約９０°の角度を含む、
　請求項３に記載の器具。
【請求項５】
　保持要素（１６）の接触表面と、保持要素（１６）の接触表面と係合する調節ネジ（３
２）又は接触部分（３１）の対応する当接表面との両方又は一方は、第１のネジ孔（２６
）に対して０°～９０°、好ましくは０°～２０°、特に好ましくは１０°～２０°の角
度を含む、
　請求項３又は請求項４に記載の器具。
【請求項６】
　所与の軸線方向位置に保持要素（１６）を付勢するばね要素（３０）が設けられる、
　請求項３～５のいずれか１項に記載の器具。
【請求項７】
　貫通孔（２５）を通過して第２のネジ孔（２４）内部で係合する固定ネジ（２９）を用
いてスライダ本体（１５）又は主器具本体（２）に、保持要素（１６）を締結することが
できるように、
　保持要素（１６）が第２のネジ孔（２４）を有し、
　スライダ本体（１５）又は主器具本体（２）が貫通孔（２５）を有する、
　請求項１～６のいずれか１項に記載の器具。
【請求項８】
　貫通孔（２４）がスロットの形である、
　請求項７に記載の器具。
【請求項９】
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　保持要素（１６）が脚形状突出部（２７）を有し、
　スライダ本体（１５）又は主器具本体（２）が対応する溝（２８）を有し、
　第２のネジ孔（２４）が脚形状突出部（２７）内に配置され、
　貫通孔（２５）が当該溝（２８）内に配置される、
　請求項７又は請求項８に記載の器具。
【請求項１０】
　スライダ本体（１５）又は主器具本体（２）上に固定ネジ頭に対する当接表面が設けら
れ、
　当接表面が、溝の底に対して、０°よりも大きい、好ましくは１°～２０°、特に好ま
しくは１°～１０°の角度（α）を含む、
　請求項９に記載の器具。
【請求項１１】
　第２のネジ孔（２４）が、半径方向に対して１５°～１６５°、好ましくは２５°～１
３５°、特に好ましくは４０°～５０°の角度を含む、
　請求項７～１０のいずれか１項に記載の器具。
【請求項１２】
　延長アームであって、一方では主器具本体（２）に締結され、他方では切削挿入ホルダ
（９）を支持する、延長アーム（８）が設けられ、
　切削挿入ホルダ（９）を、半径方向に互いから離間された少なくとも２つの位置で延長
アーム（８）に締結することができる、
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の器具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、器具軸線回りに回転可能な主器具本体と、主器具本体に締結されることがで
き、かつ切削挿入体のための切削挿入座を有する保持要素とを具備する、ボーリング又は
粉砕するための切削機械加工のための器具に関する。そのような器具は、例えば特許文献
１により公知である。そのボーリング器具は、駆動シャフトを有し、例えばあらかじめ開
けられた孔を拡大するのに役立つ。
【背景技術】
【０００２】
　機械加工の作用中に、器具は、器具軸線又はボーリング軸線とも呼ばれる中心軸線回り
に回転し、中心軸線は、主器具本体の端面に対してほぼ垂直である。器具があらかじめ開
けられた孔内部に挿入されると、保持要素に支持された切削挿入体は、孔の内側の輪郭に
係合し、当該孔を拡大し、場合により内表面の最終的な機械加工を提供する。
【０００３】
　いくつかのボーリング器具の場合、ボーリングする直径を、半径方向すなわち器具軸線
に対して垂直な方向に、制限された範囲まで移動可能である保持要素によって変化させる
ことができる。
【０００４】
　例えば多段階機械加工作用を含むステップボーリング（ｓｔｅｐ　ｂｏｒｉｎｇ）での
使用の状況がある。例えば、様々な直径の一連に配置された複数の孔、複数の皿穴（ｃｏ
ｕｎｔｅｒｓｉｎｋｓ）を有するいくつもの孔、又は様々な孔と複数の皿穴との組み合わ
せが、望まれる場合がある。機械加工時間を最小化するために、次いで、切削挿入体が半
径方向及び前記軸線方向の両方にそれぞれ設置される組み合わせ器具が使用される。
【０００５】
　そのような組み合わせ器具を有する複数の切削挿入座は、軸線方向に互いから明らかに
離間されるが、しかしながら、ここで、軸線方向に調節可能ではない。
【０００６】
　切削挿入体を前記軸線方向に限られた範囲まで移動することができる器具がすでにある
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。このために、切削挿入体の軸線方向の調節を提供する支持ディスクとしての楔が、一方
では切断挿入体と他方では保持要素との間に挿入される。
【０００７】
　しかしながら、この制限された軸線方向の調節能力は、座における切削挿入体の保持作
用を弱め、座は、１つの切削挿入体の所与の位置決めについてのみに設計されている。加
えて、リバーシブル切削挿入体が頻繁に使用され、その結果、軸線方向の調節は、リバー
シブル切削挿入体がひっくり返されると、対応して磨耗した切削挿入体のためにもはや正
確ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０３１５３９４（Ａ１）号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、本発明の目的は、先行技術と比較すると、製造するのに容易かつ安価であ
り、かつ主器具本体に対する切削挿入体の軸線方向の調節をかなりの程度まで可能にする
、器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、この目的は、主器具本体に対して保持要素を軸線方向に調節するため
の調節装置が設けられるという点において、達せされる。
【００１１】
　先行技術における装置とは対照的に、切削挿入体だけではなく、切削挿入座、ひいては
切削挿入体を一体として有する保持要素が軸線方向に調節されることが、本発明により提
案される。
【００１２】
　主器具本体に締結されることができ、かつ２つの位置同士の間で主器具本体に対して半
径方向に往復運動可能である、スライダ本体を提供することができ、保持要素をスライダ
本体に締結することができることが理解される。したがって、主器具本体に対する切削挿
入体の半径方向及び軸線方向の調節のために、第１に、スライダ本体が主器具本体に対し
て半径方向に調節され、次いで、保持要素がスライダ本体に対して軸線方向に調節される
。
【００１３】
　好ましくは、調節装置は、ネジ孔での調節ネジの回転により、保持要素がスライダ本体
又は主器具本体に対して軸線方向に移動されるように、主器具本体又はスライダ本体の第
１のネジ孔内に配置され、かつ場合により、接触部分によって保持要素の接触表面を係止
する、調節ネジを有する。
【００１４】
　好ましい実施形態において、第１のネジ孔は、器具軸線に対して１５°～１６５°、好
ましくは４５°～１３５°、特に好ましくは６０°～１２０°、最善には約９０°の角度
を含む。
【００１５】
　好ましくは、保持要素の接触表面、又は保持要素の接触表面と係合する調節ネジ若しく
は接触部分の対応する当接表面は、第１のネジ孔に対して０°～９０°、好ましくは０°
～２０°、特に好ましくは１０°～２０°の角度を含む。
【００１６】
　加えて、多くの実施形態において、所与の軸線方向位置に保持要素を付勢するばね要素
を提供することができる。
【００１７】
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　さらに好ましい実施形態において、貫通孔を通過して第２のネジ孔内部で係合する固定
ネジを用いてスライダ本体又は主器具本体に、保持要素を締結することができるように、
保持要素が第２のネジ孔を有し、スライダ本体又は主器具本体が貫通孔を有する。
【００１８】
　有利には、貫通孔はスロットの形である。
【００１９】
　さらに好ましい実施形態において、保持要素が脚形状突出部を有し、スライダ本体又は
主器具本体が対応する溝を有し、好ましくは、第２のネジ孔が脚形状突出部内に配置され
、貫通孔が当該溝内に配置される。
【００２０】
　加えて、スライダ本体又は主器具本体上に固定ネジ頭に対する当接表面を提供すること
ができ、当接表面が、溝の底に対して、０°よりも大きい、好ましくは１°～２０°、特
に好ましくは１°～１０°の角度を含む。
【００２１】
　好ましい実施形態において、第２のネジ孔は、半径方向に対して１５°～１６５°、好
ましくは２５°～１３５°、特に好ましくは４０°～５０°の角度を含む。
【００２２】
　さらに特に好ましい実施形態において、延長アームであって、一方では主器具本体に締
結され、他方では切削挿入ホルダを支持する、延長アームが設けられ、切削挿入ホルダを
、半径方向に互いから離間された少なくとも２つの位置で延長アームに締結することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態の斜視図。
【図２】図１の実施形態の側面図。
【図３】図１の実施形態のさらなる斜視図。
【図４】図１の実施形態の下からの図。
【図５】スライダ本体の平面図。
【図６】図５のスライダ本体の側面図。
【図７】図６の線Ａ－Ａに沿った断面図。
【図８】図５の線Ｂ－Ｂに沿った断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　さらなる利点、特徴及び使用の可能性は、好ましい実施形態及び添付の図についての下
記の記載から明らかである。
【００２５】
　図１は、本発明の実施形態の斜視図を示す。ボーリング器具１は、対応する駆動装置を
備えるインターフェース３を有する主器具本体２を有する。ここで、インターフェース３
は、急勾配先細シャフト３を具備し、主器具本体２の方に向いている急勾配先細シャフト
３の端部に、軸線上の支持のための把持溝４及びフランジ５が設けられている。インター
フェースは、主器具本体２に接続されることのできる分離要素の形であることもできる。
この場合において、インターフェースは、望ましくは、心出しピン（図示しない）を有し
、心出しピンは、フランジ５を越えて軸線方向に突出し、主器具本体２の対応する中心孔
（図示しない）に嵌入することができる。
【００２６】
　ここで、主器具本体は、対応するスポーク部分７によって内側に配置されるハブ部分に
接続される輪形状部分６を有する。延長アーム８は、主器具本体２に、又は主器具本体２
のスポーク部分７に、取り付けられる。説明される実施形態は、４つのスポーク部分７を
有し、各スポーク部分７にそれぞれの延長アームが取り付けられている。脚状突出部１０
を有する切削挿入ホルダ９が延長アーム８に支持され、脚状突出部１０は、延長アーム８
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における溝１１内に配置される。
【００２７】
　図２は、図１の実施形態の側面図を示す。ここで、切削挿入ホルダ９がクランプ１３に
より切削挿入ホルダ９に保持される切削挿入体１２のための座を有することが理解される
。図２では、中央に示される延長アーム８に関して、脚状突出部１０がわずかに傾けられ
、そのことにより、作用中にさらに良好な軸線上の接触圧力がもたらされることを最もよ
く理解することができる。脚状突出部１０内部に配置されるネジ１４は、延長アーム８に
おけるスロット１１内部で切削挿入ホルダ９を半径方向に移動させる働きをする。
【００２８】
　図３は図１及び図２の実施形態の下からの斜視図を示し、図４は図１及び図２の実施形
態の下からの図を示す。ここで、主器具本体２は、内側ハブ部分と、輪形状部分６と、４
つのスポーク部分７とを具備することを、明らかに理解することができる。延長アーム８
は、スポーク部分７にネジ締めされる。切削挿入ホルダ９であって、スライダ本体５と、
切削挿入ホルダ９に収容されかつ切削挿入座を含む保持要素１６とを、次々に具備する切
削挿入ホルダ９は、少なくとも１つのスロットを有し、説明される実施形態では３つのス
ロット１７を有すことを理解することができる。延長アーム８は、対応する数のネジ孔１
８を有し、それにより、切削挿入ホルダ９を、スロット１７により半径方向に調節するこ
とができる。すでに言及されたように、この調節は、調節ネジ１４によって行われる（図
２参照）。
【００２９】
　延長アーム８がネジ孔１８の第２の組を有することを、図４から明らかに理解すること
ができる。したがって、切削挿入ホルダ９を、延長アーム８から完全に離すことができ、
そこから半径方向に離間した位置に当該さらなるネジ孔によって再び締結することができ
る。新たな位置において、スロット１７はさらに、延長アーム８に対する切削挿入ホルダ
の一定の半径方向への移動を許容する。
【００３０】
　しかしながら、ボーリング直径の範囲を大きくするために、切削挿入ホルダを延長アー
ムに対して移動することができるだけではなく、他の構成の延長アーム８又は他の構成の
主器具本体２を使用することもできる。異なる数のスポーク部分を備える主器具本体を使
用することもできる。加えて、独立したスポーク部分が周囲方向に等距離に配置されるこ
とが必ずしも必要というわけではない。それどころか、いわゆる差動ピッチ割出し（ｄｉ
ｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｐｉｔｃｈ　ｉｎｄｅｘｉｎｇ）において、作用中に起こり得る
振動を最小化できることが確認されている。
【００３１】
　図５は、スライダ本体１５の平面図を示す。スライダ本体１５は、保持要素１６と一体
となって、切削挿入ホルダ９を形成する。スライダ本体１５は、その下側に脚状突出部１
０を有し、脚状突出部１０を延長アーム８の溝１１内部に挿入することができる。３つの
ネジは、延長アーム８にスライダ本体１５を締結するのに役立ち、ネジは、延長アームの
対応するネジ孔内部に係合する。締結する工程において、ネジは、スライダ本体１５の対
応するスロット１７を通って係合し、したがって、ネジが離されたときに、スライダ本体
１５を２つの位置同士の間で半径方向に往復運動させることができる。スライダ本体１５
が所望される位置にあるときに、スライダ本体１５を、ネジにより延長アーム８に締結す
ることができる。
【００３２】
　保持要素１６はクランプ１３を有し、切削挿入体１２を、クランプ１３によって保持要
素１６に保持することができる。スライダ本体１５は溝２８を有し、保持要素１６に対応
する脚２７が溝２８内に係合する。締結ネジ２９は、溝２８内に保持要素１６を締結する
のに使用される。
【００３３】
　線Ｂ－Ｂに沿った断面図を示す図８に特に示されるように、締結ネジ２９は、スライダ
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本体１５にいくらかの遊びを有する。図８に示される、溝２８の底と締結ネジ２９のネジ
頭に対する接触表面との間の角度αは、好ましくは、０°よりも大きく、０°～１０°の
範囲内が最善である。
【００３４】
　図７は、図６の線Ａ－Ａに沿った断面図を示す。保持要素１６は、その下側に傾斜３３
及びＶ形状の開口を有することが理解される。スライダ本体１５は、弾性圧迫部分の形で
バネ要素３０を有し、当該弾性圧迫部分は、保持要素１６に設けられた開口内部にバネの
効果により突出する。加えて、楔３１の形の接触部分は、調節ネジ３２によってスライダ
本体１５に締結される。保持要素１６がスライダ本体１５の溝２８に嵌入されるとき、保
持要素１６は、図７において、スライダ本体１５内部に上向きに下から挿入される。この
場合において、第１に、弾性圧迫部分３０は傾斜３３に接触することになる。傾斜３３は
、Ｖ形状開口が弾性圧迫部分３０の反対側に達するまで、弾性圧迫部分３０を（図７では
左に向かって）スライダ本体１５内部に押し込ませる。この状況は、図７に示される。こ
の状況において、保持要素１６は、楔３１に隣接する。楔３１を調節ネジ３２によって移
動し、それにより、楔３１は、保持要素１６の軸線方向の移動を提供することができる。
さらに精密な調節が、楔３１によって可能である。
【００３５】
　本質的に、楔３１が後ろに移動させられるときに楔３１の方向に溝２８に沿って保持要
素１６を圧迫するために、バネ要素３０が存在する。保持要素１６の軸線方向位置に達す
るときに、保持要素１６を、締結ネジ２９によってスライダ本体１５に固定することがで
きる。
【００３６】
　当然のことながら、本明細書、図面及び特許請求の範囲から当業者によって理解される
ことのできるような全ての特徴は、当該特徴が特定の他の特徴に関連してのみ特有の用語
で説明されたとしても、当該特徴が明確に除外されない限り、又は技術的な態様が不可能
な若しくは意味のないそのような組み合わせにならない限りにおいて、独立して、またさ
らに、ここで開示された他の特徴又は特徴の複数の群との任意の組み合わせにより、結合
されることができる。このことはまた、添付の請求項のうちのいずれか１項内における特
徴の任意の組み合わせにも適用される。特徴の全ての考えうる組み合わせの包括的かつ明
示的な説明は、本記載の簡潔さ及び可読性の目的のみでここに行われる。
【符号の説明】
【００３７】
　１　　ボーリング器具
　２　　主器具本体
　３　　インターフェース／急勾配先細シャフト
　４　　把持溝
　５　　フランジ
　６　　輪形状部分
　７　　スポーク部分
　８　　延長アーム
　９　　切削挿入ホルダ
　１０　　突出部
　１１　　溝
　１２　　切削挿入体
　１３　　クランプ
　１４　　調節ネジ
　１５　　スライダ本体
　１６　　保持要素
　１７　　スロット
　１８　　ネジ孔
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　２４　　第２のネジ孔
　２５　　貫通孔
　２６　　第１のネジ孔
　２７　　脚部
　２８　　溝
　２９　　締結ネジ
　３０　　バネ要素
　３１　　楔
　３２　　調節ネジ
　３３　　傾斜

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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